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年度評価

中期目標期間

日本司法支援センター評価委員会

１．評価対象に関する事項

４．その他評価に関する重要事項

（組織の統廃合、主要な事務事業の改廃などの評価対象法人に関する事項、評価体制の変更に関する事項などを記載）
　特になし。

日本司法支援センター

評価対象事業年度

法人名

２．評価の実施者に関する事項

３．評価の実施に関する事項

（実地調査、理事長・監事ヒアリング、有識者からの意見聴取など、評価のために実施した手続等を記載）
　平成２８年７月５日に開催した日本司法支援センター評価委員会第４８回会議において，日本司法支援センター理事長・監事その他担当者からのヒアリングを実
施した。
　平成２７年１２月１日，日本司法支援センター静岡地方事務所沼津支部及び下田地域事務所の事務視察を実施した。

平成２６年度（第３期）

平成２６～２９年度
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